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保育の必要性の判断～公的保育契約（2）  

参考資料   



第一次報告（抄）   



ども（母子家庭・  就労者、求職者等）、優先的に利用確保すづ   
ぎ基準を設定する。（その上で、地域の実情に応じた基準の設定を  

団ゐ中での子どもの成長機会の保障、きめ細かな判断基準等））  地域における集  
■■－●■■■■■■－11111■一一■－－－－■■■■■■■■■■■■■■■■一  
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iii）判断基準の内 
育対象範囲）  

○ 就労を理由とするものについては、以下のとおり整理する。  
・短時間就労者に対しても就労量に応じた必要量を判断する。  

・昼間の保育を基本としつつ、早執夜間など時間帯にかかわらず必要量を判断する。  
・求職者に対しても必要性を認める。   

○就労以外の事由（同居親族の介護、保護者の疾病・障害等、虐待事例等）についても保障する。  

○ 同居親族の有無を問わず必要性を認める。   

○専業主婦家庭に対してもー定量の一時預かりを保障する。  
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※優先的に利用確保すべき子ども（母子家庭、虐待事例等）に加え、雫要が  
象著聞（例：フルタイム勤務者と短時間勤務者）の優先度の判断の必要性の有無  

討する。  
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※ 短時間勤務者など定期的・短時間利用や、不定期な利用について、フルタイム利用と受け皿を別とする  
かどうかは、基本的に個々の事業者の判断と考えられるが、新たな給付類型を設けるかどうかさらに検討す  
る。  
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②保育の提供の仕組み   
守）利用保障の基本的仕組み   

○客観的に必要性が判断された子どもについて、公的保育を受けることができる地位を付与する。（例外な  
い質の確保された公的保育の保障）  

○市町村に、保育を必要とする子どもに質の確保された公的保育が着実に保障されるための実施責務（以  
下の内容）を法制度上課す。  

イ）質の確保された公的保育の提供体制確保責務（保育の必要性の認定を受ける子ども数を勘案し、整  
備計画の策定・実行等を通じ、着実に質の確保された公的保育を保障しうるだけの地域の提供基盤を速  

・ やかに整備すべき責務。また、最低基準一保育指針等に係る指導監督、研修の実施等）  
及 び履行に関する  保育契約の締結   保 育所における円滑な公的  利用者と  責務（利用調整、  ウ）利用支援  

．＿＿支胤…＿…＿＿…＿………＿＿…＿＿……＿＿＿＿＿………＿＿…＿＿……＿…＿…＿………＿＿＿＿…＿……＿＿＿＿＿…＿＿……＿＿＿＿＿…＿＿………………＿＿＿＿…＿＿＿＿………＿＿…＿…  

工）保育の費用の支払い義務  

注）利用方式   

市町村が、利用者と保育所に対し、上記ア）～工）の公的責任を果たす三者の枠組みの中で、利用者が   

保育所と公的保育契約を結び、より向合う関係にする。【新たな三者関係】   

※ 利用者の保育所への申込み手続や、保育所の募集・選考等の円滑・公平な実施のため、市町村の関j   
や、第三者も含めたコーディネート等の仕組みについてさらに検討する。  

棚こ対する配慮   

利用者の申込み手続や、事業者の募集・選考等の円滑一公平な実施のため、市町村の一定の関与（   



現行の保育サービスの必要性の判断基準  

◎児童福祉法施行令（昭和22年法律第164号）  
第二十七条 法第二十四条第一項の規定による保育の実施は、児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより当該児童を保育するこ   

とができないと認められる場合であって、かつ、同居の親族その他の者が当該児童を保育することができないと認められる場合に行うものとする0  
昼間労働することを常態としていること。  
妊娠中であるか又は出産後間がないこと。  
疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること0  
同居の親族を常時介護していること。  
震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。  
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6   前各号に類する状態にあること。  



－1  

○ 実際の判断基準となる各市町村の条例を見ると、おおむね以下の傾向が見られる。  

《都市部（待機児童の多い市町村）》  

相対的に詳細かつ厳格な内容。  

①政令各号で明記する事由（就労／妊娠1出産／（養育者の）疾病・障害／同居親族介護）により   
基本的な優先度を決定し、②同優先ランク内の調整指数として、その他の事由（母子家庭、虐待等）を   
用いる構造となっているところが多い。   

《その他（待機児童の少ない市町村）》  

相対的に大括りで幅広く認めることが可能な内容  

政令各号で明記されていない事由（母子家庭、虐待等）については、条例においても明記されていない   
ところが多い。   

＿＿  



入所基準（条例）の実例（D（神奈川県横浜市）  
《人口365万人（平成20年9月1日現在）、待機児童707人（平成20年4月1日現在）》  

6 入所選考基準ガ同一ランクでの調整指敏一覧表  
■二＝斤ミ＝り牛1．q徳一定）  

※ 同一ランクで並んだ場合l；L 以下の＃沌∃rl真二する腸合：こlこ柑聖詣絆＿としてそれぞれの怯目rこ点数をつ：ノます。  † 
※ このね教わ芯い万から1月菅に：宏苦し課す．なお、渕聖】善顆のね紐乃†芯い万であってもうンクの運l引まありません．  

5 保育所の入所選考基準  
（基準の考え万）  その他の世帯状況   
＊ランクは、ABCDEFGの順に入所の順位が高いものとします。  【ランクアップ項目】  
＊お父さん、お母さんでランクが異なる場合は、順位の低いランクを適用します凸   
①から④は各項目1ラ    ＊同居している祖父母が65歳末瀬の場合、保育可能な方とみなします。その場合、保育で   
きない事を旺明する診断書等を提出することが必要です。  ンクずつ、⑤は2ラン   

＊障害児・児童福祉の観点から保育に欠ける児壷については、この選考基準を基に別途に    ク、最高で2ランクまで  
選考します。   アップします。  

※左記「gひとり親世帯 等」が適用される場合は  

ラ    ＊選考に当たっては、保育が必要な理由別の下紀の「ランク表」に基づきA 
ます。  ヽ．ノT▼，、．・－でl士■4．∠  

お父さん、お母さん（※1）が保育できない理由、状況   （pひとり♯世帯書  

月20日以上かつ1日8時間以上、聞いている。   （卦生活保雄世幕  

（卦生計中心者の失業  
（外勤・居宅外  

自営）   月16日以上かつ1日4時間以上7晴間未満、働いている。   ④れ浜保■土・♯慮保  

月16日以上かつ1日7時間以上の1士事に内定している。  
▼讐l牡■・慮可乳児  
保▼新書の卒■兄  
（卒卿l雷に書児休儀 中だった方で慎■ll  

2  月20日以上かつ1日8時間以上、働いている¶   に申込をする■合  
を含む）  

（内勤・居宅内  

自宅）  
喧）書体のため退所し、 再入所する場合  

月16日以上かつ1日4暗闇以上7時間未満、働いているu  D  
月16日以上かつ1日7時間以上の1士事に内定している。   ∈  

（わー・⑤はt朱鳥位では ありません 
。  

3   お母さんが出産又は出産予定日の前後各8週間の期間にあって、出産  D   
産前産後  の準偏又は休講を要する。   
4（1）   入院または入院に相当する治療や安静を要する自宅療責で常に病臥し   

【同一ランクで並んだ♯ 合の支署】  
通院加療を行い、＃に安静を要するなと、保育が削春田難な場合。  B  

同一ランクで並んだ場合 は以下の状況を調整指数  
な場合。   

4L2）  
により、選考し手す。  

身体障害竃手帳1～2級、精神障害者保健福祉手帳1～3紐、   （裏面蓼朋）  

心身の障害  

身体障害書手帳3級の交付を受けていて、保育が園難な場合。  ¢）市内在住  

身体障害者≠偵4繰の交付を受けていて、保育が薗難な珊合。   （苫〉保書の代甘辛段  

5   臥床者・重度心身障害者（児）の介護や入院・通院・適所の付き添い   手書て支檀蕃となる  
親族の介護  のため、週5日以上かつ1日8時間以上保育が困難な場合。  同屠れ族の雷kなど  ・・のいのため 

病人や障害者（児）の介護や入院通院適所付き添、遇  B  （訂世＃の状茨 被介l義春の有九など  

4日以上かつ1日7時間以上保育が西難な土零合。  
（勢就労状況 夜Ilを伴 

4日以上かつ1日4時間以上保育が困難な1靂合。   うまl叫勤さ  

6   震災、風水害 火災その他の災害により自宅や近隣の復旧に当たって   の有■など  
班苔の壌旧への従事  いる。  A       （彰ひとり覿世＃専  

7   （診きょうだいの状況    珊に必要な技能習得のために職業訓練校、書門学校、大学などに  D   
通学   通っている。  きょうだい同一施設  
8   入所や多子世帯など    相中 （入所期間は3か月です。その期間内に就職しないと退所  G   
求職中   になります。）  

（》課税新書食中  

9  ひとり親世帯等において、就労、求職活動、喘＃訓練等を行うことに   
ひとり親世帯  
等   （D－¢）はt先上位では  

なります．）   
ありません。  

10   児童福祉の観点から、福祉保健センター畏が特に保育に欠ける緊急度  A   
その他   が高いと判断した場合。   （誉2）   

（※1） お父さん、お母さんがいない場合は、その他の保護菖。   
（楽2） Aランクかつ2ランクアップ相当として選考します。   

17g轡  備考   
申込児宣を65一計末湘の挨族に預けている   

韓国（中京唇壱伴う環合及びきょうだい同時入所のだめの場合は障  ロ  
く、町定こども国力＼らのl云圃は書む）  

保育の十t 密事闇に             横浜保育室、家庭保育福祉員、認可乳児保育所の卒即児（卒園時に  3  卒l暫書正明卓等   育児一木業をとっており、育児（本業明けで認可保育所へ申込む場合も   のある1発会に  
含む）  限ります【  ついて は、左記 のうち主  

保育の  
代替手段  圃】以外へ有償で預けている（一時保育のみの利用は含まなしl）  た：るもの  

1】頁胃の  

みの利用は含まない）  みを適用  

児貢を憎鯛で見ている   
します■。  

児玉が危険を伴う‡芸旗にし＼る   

保育の代替手段にI鞄して、上記以外のⅠ君合   Cl  

保王事菖が身体障害者手帳1．2級・愛の手順（療育羊l長）・精神畔害   
2  元のランクの類型が「心   

の障害があると！看めらnる心身障害虻の賜合  身の障害」のときは加点  
しませ／レ】  

保護者が身体樺害者手l長3細以下で保声引こ苦しく負担がかかる場合   

世帯の 1犬況  

福祉手l長を持っている吾がいて介還している場合  元のランクの隻奏型が「規  
（当星亥児童又は保…蟹善がこnらの手l長を持っている】葺合は除く）  族の介護」のときは加点  
同居家庭内に要介護1以上の；召定善がいて介護している場合（在宅介  l   ）   しませんu  
護に限る   

市内在1主  市外在t王者（中元入予定者は隋＜〕   －8  

単身赴I王   

両紙共に夜勤を伴う変則tむ預である世帯   
島t労状況  

居宅外自営業である力t、柑Ⅰ鶉が自宅に1井没している   

劾妄考案漬が1か月末湘である世帯   

ひとり規  3  

世帯等   

元のランクが「9．ひとり線世帯等」で就労内定の携合   －2  上2行の点数こ重複して  
元のランクが「9．ひとり亨喰世帯等」で求l覇中の場合   適用さrします。     －7   

きょう  
だい  2  

の状況   
をした】集合   

＜同一ランク・同一銅盤指数で立企んだときの選者＞  
※同一ランク・同一訂彗空将ヨ班で並んだときは、以下の順に竜虎して選考しノます。  

類型闇の優先順出川ガ～価洋）l盾）  
：て∴ii烏害（之・疾病・障害 ぼ居宅外労働 みrr吉蔓 一言＝ひどり規等 －5）居宅内労働・ヱ居宅外・内労働  
（内定）lき涼一挙等 隠出産 佃求職中   

2  両洩のうら一万が夜船を伴う変則l力叛である世帯   

3  時間的・業務的拘束力の強さ   

4  保育の協力者の胃無   

5  巌肯している小学生以下の子どもの人扱が多い世帯   

6  経ヲ斉的1犬≦兄（標械所得金額〉が低い世帯   ただし、4月1日入所は、前年の住民棚で判定する場合もあります   （勤務先からの交付が間に合わ 
一ない等のやむを得ない1雲合蚕除き、言正明があるきが棍先）  

8  



入所基準（条例）の実例②（北海道札幌市）  
《人口189．8万人（平成20年8月1日現在）、待機児童271人（平成20年4月1日現在）》  

保 育 所．入 所 選 考 基 準 表  ＊L幌市  区  

実施基準  1．保育の美方巨益準   

妄：   ニ    て二    ■  
父   

lヨ中労甘地7時Il■以」＝   1⊂〉0  100  
胡■5El以  

日中労■如‖時■ll以」ニ7時lⅦ未詳■   gトl⊃  白0  

【ヨ中労■お7時■■以」＝   ⊆Hコ  9く⊃  

1   

fヨ中労t馳5時lⅦ以」＝7時lⅦ末男■   8く）  80  
1■b  

退くさ日以  E】中労■馳7時lⅦ以」ニ   70  70  

その他  日中労●嶋胡■あたリ20時r18以」ニ   7Cl  ‾70   

fヨ中労■b7時Il■以」ニ   100  100  
胡■61ヨ以  

El中労一輪4時lⅦ以」＝7時間未汀■   ⊆H⊃  ⊆H⊃  

日中労■馳7時Ⅶ以」ニ   9く）  90  
遥■4日以  

【∃中労■嶋ら時Iul以」こ7時Il■禾＃■   80  80  

封■8りヨ以  日中労■島7時lⅦ以上  ●   7く）  70  

日  70  70  

日中労■馳7時Ⅶ以」ニ   80  80  

迎■5∈】以  
【∃中労■地4時lⅥ以上7時Itq未満   70  ■70  

t由   f∃中労■b7時lⅦ以」ニ   7（⊃  70  
2   

El中労■如引畔叩岬以」＝7時Ⅶ未満   らく⊃  80  

封■3＝∃J封  tヨ中労t嶋7時Ⅶぷ▲」＝   ら（⊃  60  

その他  日中労■馳遺あたリ20蹄Il■以上   竃50  50  

El中労●地7時Ilq以」ニ   8く）  80  
遥■15【ヨ以  

l∃中労■毎日時lⅦ以」ニ7時lⅦ未＃■   70  70  

日中労■力7時■■以」＝   7t⊃  70  
同 巾■                          胡■■・EI以  

fヨ中労■b6時I18以」ニ7時It■未濯暮   t∋く⊃  t50  

遥■；3日以  日中労■地7■専lⅦ以」＝   60  151⊃  

その他  日中労■馳ヨ■あたり20時lⅥ以」＝   らく⊃  ！50   

3  出d■    出月■予走fヨ青け1カ、月・出慮月の翌月末  100   

入l電籍  1（⊃0  1（⊃⊂I  

■瞥時臥鰯巨   100  100  

4   居宅内■■  臼             雪■凛■遇陳カロカー車‡する   ■7（⊃  70  

」＝書己環▲外の白重責■賽   15（⊃  50  

四■力くしヽ    轟・体l王■■l■rl・2散華■尋●P■■■ゴ■■1・之級．知的陣■■書A  100  100   

蠣■暁讐の付添しヽ介護  100  1（⊃く⊃  

5   劇■               自宅介劃■  7（⊃  70   

¢   王妃  ■一  旬■ l日  100  100   

田   8く⊃  80  

自立ヨE生のナヒめの就労予定  70  70  

′L′■rl刃■－上′8万一苫だへの墟■■叩児〝フ† てー；萌しヽ弓已ヨ■r 弓「・む丁コ＝の・一也児   ∈lt⊃  8し0  

7  
日舞盲書撃l孝■軸へヨ■攣中  50  5（⊃  

る も  70  70  

児土割■祉演算28集】疇1月■ヲ繹4号に■■づ＜通知を受箱■  9gl⊆〉   

児■■氏名  

階丁字区分  I I 

2．保育の霞周整ヨ⊆準  

11く⊃  

1く⊃   

弔■胃Erヒlコ：研甲■祝事F  1く⊃   

■■休明lナ・▼■休明lナl＝よる入所の勾■合  40  

3        兄鶉・姉妹かtすでl＝入所してしヽる増■含  4く⊃  

月■一l不明lT－▼■怖明一丁‾‾ごクー■■一卿蛛乃ヽつ「1ごl＝ノ＼プリTし1こしヽ   ら？  

年女圭畠初く4月及びら月）   1く）  

4  ●云 臼        車云月■などtこよる通【■l田集■   2（⊃  
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入所基準（条例）の実例③（兵庫県神戸市）  
《人口153．3万人（平成20年9月1日現在）、待機児童487人（平成20年4月1日現在）》  

選考は  

入所希望者が、保育所の受け入れ能力を上回るため全員入所で  
きない場合は、原則として下記の優先順位に従って入所を決定し  
ます。（優先順位は主たる保育者の状況によります）下記の項目  
について、ご不明な点がございましたら、区役所保険福祉部「福祉  
事務所・支所にご相談ください。   

優先順位1  
主なもの  

母子家庭または父子家庭で、居宅外で仕事をしている等、児童を  
保育できない場合  

居宅外で保護者が常勤で、児童を保育できない場合  
保護者が重度の障害のため、児童を保育できない場合  
重度の障害を有する同居親族の常時介護等が必要で、児童を保育  
できない場合  

優先順位 2  

主なもの  

自営の中心者で、昼間居宅内で常に児童と離れて仕事をしていて、児童を  
保育できない場合  

居宅外でパート、非常勤の勤務（原則として、昼間4時間以上、月16日以  
上）をしていて、児童を保育できない場合  
保護者が中程度の障害または病気入院のため、児童を保育できない場合  
長期にわたり疾病の状態にある同居親族を有し、家庭で常時介護している  
ため、児童を保育できない場合  

優先順位3  
主なもの  

自営の専従者で、昼間居宅内で児童と離れて仕事をしている場合または  
内職をしているため、児童を保育できない場合  

保護者が出産前後（概ね8週間）のため、または病気で自宅療養中のため  
児童を保育できない場合  

○児童福祉法第24条第1項の規定による事由を定める条例  

（昭和62年条例第57号）  

（趣旨）  

第1条この条例は．児童福祉法（昭和22年法律第164号。以下「法」   

という。）第24条第1項の規定による事由を定めるものとする。  

く条例七定める事由）  

第2条法第24条第2項に規定する保育の実施は，児童の保護者の   

いずれもが次の各号のいずれかに該当することにより，当該児童を   

保育することができないと認められる場合において，同居の親族そ   

の他の暑が当該児童を保育することができないと認められるときに   

行うものとする。  

（1）昼間に居宅外で労働することを常態としていること。  

（2）昼間に居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をす   

ることを常態としていること。  

（3）妊娠中であるか又は出産後間がないこと。  

（4）疾病にかかり，若しくは負傷し．又は精神若しくは身体に障害を   

有していること。  

（5）長期にわたり疾病の状態にある同居の親族又は精神若しくは   

身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。  

（6）震災，風水害，火災その他の災害の復旧に当たっていること。  

（7）前各号に類する状態にあると市長が認める状態にあること。  

附 則  

この条例は．昭和62年4月1日から施行する。  

附則（平成10年3月31日条例第68号）  

この条例は，平成10年4月1日から施行する。  

（資料）神戸市例規集より抜粋  （資料）神戸市ホームページより抜粋   了0  



入所革準（条例）の実例④（山口県山口市）   
《人口19．1万人（平成20年9月1日現在）》  

○山口市保育の実施に関する条例  

（平成17年条例第95号）  
（4）疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神   

若しくは身体に障害を有していること。  

（5）長期にわたり疾病の状態にある、又は精   

神若しくは身体に障害を有する同居の家   

族を常時介護していること。  

（6）震災、風水害、火災その他の災害の復   

旧に当たっていること。  

（7）市長が認める前各号に類する状態にあ  

ること。  

（委任）  

第3条この条例に定めるもののほか、申込手  

続その他保育の実施に関し必要な事項は、  

規則で定める。  

附 則  

この条例は、平成17年10月1日から施行する。  

（趣旨）  

第1条この条例は、児童福祉法（昭和22年法律   
第164号）第24条第1項の規定に基づき、保育   
の実施に閲し必要な事項を定めるものとする。  

（保育の実施基準）  

第2条保育の実施は、児童の保護者のいずれ   
もが次の各号のし＼ずれかに該当することによ   

り、当該児童を保育することができないと認め   
られる場合であって、かつ、同居の親族その他   
の者が当該児童を保育することができないと   

認められる場合に行うものとする。  

（1）昼間に居宅外で労働することを常態として   

いること。  

（2）畢間に居宅内で当該児童と離れて日常の   

家事以外の労働をすることを常態としている   

こと。  

（3）妊娠中であるか、又は出産後間がないこと0 77  
（資料）山口市例規集より抜粋   



入所基準（条例）の実例⑤（福井県小浜市）  
《人口3．2万人（平成20年8月1日現在）》  
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入所基準（条例）の実例⑥（鹿児島県さつま町）  

《人口2．4万人（平成20年8月1日現在）》  

（2）居宅内で当該児童と離れて日常の家事   

以外の労働をすることを常態としているこ  

と。  
（3）妊娠中であるか又は由産後間がないこ  

と。  
（4）疾病にかかり，若しくは負傷し，又は精   

神若しくは身体に障害を有していること。  
（5）長期にわたり疾病の状態にある又は精   

神若しくは身体に障害を有する同居の親   

族を常時介護していること。  

（6）震災，風水害，火災その他の災害の復   
旧に当たっていること。  

（7）町長が認める前各号に類する状態にあ  

ること。  

（委任）  

第3条 この条例に定めるもののほか，申込手   

続その他保育の実施に閲し必要な事項は，   
町長が別に定める。  

附 則  

この条例は，平成17年3月22日から施行する。  

○さつま町保育所の保育の実施に関する条例  

（平成17年条例第96号）  

（趣旨）  

第1条 この条例は．児童福祉法（昭和22   
年法律第164号）第24条第1項の規定   

に基づき，さつま町保育所の保育の実   
施に閲し，必要な事項を定めるものとす   
る。  

（保育の実施基準）  

第2条．保育の実施は，児童の保護者の   
いずれもが次の各号のいずれかに該   

当することにより，当該児童を保育する   
ことができないと認められる場合であっ   

て，かつ，同居の親族その他の者が当   
該児童を保育することができないと認   

められる場合に行うものとする。  
（1）居宅外で労働することを常態として  

いること。  

73  （資料）さつま町例規集より抜粋   



対象者   要介護被保険者   

（規定される法律）   （介護保険法）   

契約先施設   指定介護老人福祉施設   

指定介護老人福祉施   O「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」（以下、「基準省   
設の優先入所の取扱   令」という。）第7条第2項において、入所申込者数が入所定員数を超えている場合、   
い概要   介護の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、当該施設サービスを受ける必要  

性が高い入所申込者を優先的に入所させるよう努める旨規定。  

○具体的な入所にかかる指針については、関係自治体と関係団体が協議し、共同  
で指針を作成した上で、これに基づき施設が入所者を決定。  

○上記基準省令の透明かつ公平な運用を図る観点から、国は当該指針の作成に  
あたっては、要介護度や、単身世帯か否か、同居家族が高齢者又は病弱か否かな  
どを勘案すること、及び当該指針については公表することなどを通知上示している。   

65歳以上の看であって、居宅において介護を受けることが困難なものが、やむを得ない事由により介護保険法上  
のサービスを利用することが著しく困難であると認められるとき。（措置の実施者は市町村）   

○老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）（抄）   

第十一条 市町村は、必要に応じて、次の措置を採らなければならない。  
二 六十五歳以上の看であって、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受け  

ることが困難なものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設に入  
所することが著しく困難であると認めるときは、その者を当該市町村の設置する特別養護老人ホームに入所させ、又は当該市町村以  
外の者の設置する特別養護老人ホームに入所を委託すること。  
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社会保障審議会障害者部会報告（平成20年12月16日）（抄）  

【基本的考え方】  

○ 障害児支援については、長らく全体的な見直しが実施されておらず、障害者自立支援法の制定の際、同法  
の附則において、施行後3年の見直しにおける具体的な検討項目の一つとされている。  

○ 障害児を取り巻く環境の変化を踏まえ、厚生労働省において「障害児支援の見直しに関する検討会」が開  
され、本年7月に、今後の障害児支援のあるべき姿と具体的施策について報告がまとめられている。  

○ これを踏まえ、障害のある子どもが心身ともに健全に育つ権利を保障するとともに、「自立と共生」という理念  
の下、障害の有無にかかわらず安心して暮らせる地域づくりを目指し、以下の4つの基本的視点を基に、障害  
児支援施策について充実させていくべきである。  
① 子どもの将来の自立に向けた発達支援  

② 子どものライフステージに応じた一貫した支援  

③ 家族を含めたトータルな支援  

④ できるだけ子どもこ家族にとって身近な地域における支援  

丁5  
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イ 就学前の支援  

（障害児の支援の在り方）  

○障害のある子どもとない子どもができるだけ共に過ごしていけるようにしていくことが大切である一方、障害児  
にとっては専門的な指導や支援を受けることも必要である。このため、保育所等における障害児の受入れを促  
進していくとともに、障害児の専門機関の機能について、保育所等の地域への支援の役割を強化していくべきで   
ある。  

（障害児の保育所等での受入れ）  

○障害児の専門機関が保育所等を巡回支援していくことにより、保育所等での受入れを促進するとともに、こ  
れまで障害児通園施設等に通っていた子どもが円滑に保育所等に通えるようにしていくべきである。  

丁6   



（参考）障害児支援の見直しに関する検討会報告書（平成20年7月22日）（抄）  
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○ こうしたことを踏まえ、障害児の専門機関である障害児通園施設や児童デイサービスの機能について、地域  
への支援の役割を強化していくという観点から拡充していくとともに、子どもの育ちに必要な集団的な養育のた  
めにも、保育所等における障害児の受入れを促進していくことが必要である。  

（2）保育所等での受入れの促進  

○ 保育所での障害児の受入れは年々増加しており、平成19年度に保育所に保育に欠ける障害児を受け入れ  
た場合の保育士の加配についての交付税措置も充実が図られている。引き続き、保育所での保育に欠ける障  

害児の受入れ等を促していくとともに、保育士等の資質の向上を図っていく必要がある。  

○保育所等での受入れを促進するため、障害児の専門機関が、保育所等を巡回支援していくことが考えられ  
る。また、障害児通園施設や児童デイサービスのスタッフが、保育所等に出向し1＼て行って療育支援を行うことに  
より、これまで障害児通園施設や児童デイサービスに通っている子どもが並行してなるべく多く保育所等へ通え  
るようにしていくことが考えられる。  

○ さらに、親子で通う場であるつどいの広場や子育て支援センター等の地域子育て支援拠点においても、障害  
児の親子や気になる子どもへの適切な対応のため、障害児の専門機関との連携を図っていくことが必要と考え  
られる。  

丁β   




